
地域経済活性化につながるＰＦＩ事業推進研究会 

提言（案） 

※第３回でのご意見も反映後、提言とする予定

１．地域経済活性化につながるＰＰＰ／ＰＦＩ事業の加速に向けて

（現状認識と課題解決の方向性） 

〇 人口減少や公共施設の老朽化などに適切に対応しながら、活気に溢れる

地域経済を実現していくことは、喫緊の課題である。 

〇 PPP/PFI 事業は、公共サービスの提供にあたり、民間企業や企業グループ

が公共施設等の設計、施工、維持管理、運営、資金調達等をまとめて実施

するなど、官と民が連携して事業を推進するものであり、民間の知恵と能

力を最大限活用しようとする事業手法である。特に、地域の実情に精通し

た企業グループから、地域のニーズにできるだけ応えた企画を募ることに

より、地域活性化のポテンシャルを最大限に引き出すことが可能であり、

活力あるまちづくりにもつながると考えられる。

〇 しかし、PPP/PFI 事業は着実に増加しているものの、十分に普及している

とは言い難い。その主な理由としては、多くの地方公共団体及び地域の企

業において未だ PFI 事業に対する理解の不足や不慣れがあることが考えら

れる。また、PPP/PFI 事業は地域の企業参画が困難な事業ではないかとの指

摘があるが、実際には、平成 28 年度に地方公共団体が結んだ PFI の事業契

約 33 件のうち、約 8 割において地域の企業が参画するなど、地域の企業の

参画は十分可能な仕組みとなっている。

〇 地域経済活性化につながるPPP/PFI事業を一層普及させていくためには、

まずは、地方公共団体側の理解不足、不慣れ解消に向けた支援を強化し、

PPP/PFI 事業の発注を促すとともに、地域の企業側に対しても、同じくその

理解不足、不慣れ解消に向けた適切な支援を実施し、積極的な参画を促す

必要がある。地域の企業が参画し、地域のニーズに応えた事業が増えるこ

とで、地方公共団体側はさらに PPP/PFI 事業を発注していく循環の加速が

起こることが望ましい。

参考資料③ 



 
２．ＰＰＰ／ＰＦＩ手法による発注促進のための環境改善策 

 

１）PPP/PFI手法に対する関係者の理解促進 

 
〇 まずは発注業務を担う地方公共団体の首長や職員の理解を引き続き高め

ていく必要がある。これまで国等が設置を進めてきた PPP/PFI 地域プラッ

トフォーム（以下「地域プラットフォーム」という。）は、地域の企業、金

融機関、地方公共団体等が集まり、PPP/PFI 手法についての知識の取得や、

官民対話を含めた情報交換等を行い、具体の PPP/PFI 事業の増加を図って

いく場であり、特に地方公共団体の関係者や地域の企業関係者の理解促進

に有効である。引き続き地域プラットフォームの設置を促進するとともに、

地方公共団体は積極的にこれに参加し PPP/PFI 手法の有効性等について理

解を深めていくべきである。併せて、職員の意識改革に資する研修プログ

ラムの充実を図るべきである。 
 
○  また、地域の幅広い関係者が、地域活性化の必要性と PPP/PFI 手法につ

いての理解を共有していくことも重要である。このため、地方公共団体は、

積極的に地域の住民、議会関係者、企業関係者等の理解醸成に努めるべき

である。   
 

２）PPP/PFI手法による事業化促進 

 
〇 PPP/PFI 手法による事業化を促進するため、現在、国及び人口 20 万人以

上の地方公共団体へ策定を要請している優先的検討規程について、例えば

人口 10 万人以上の地方公共団体へ要請するなど、対象を拡大するべきであ

る。また、構想づくりや合意形成の初期段階から、事業者選定や契約等専

門家による助言が必要な段階（アドバイザリー業務委託の段階）に至るま

で、国等による財政支援や専門家派遣などを拡充することにより、不慣れ

な地方公共団体を適切に支援していくべきである。 
 

〇 PPP/PFI 手法は、一括発注、性能発注等の特長により、従来型発注方式に

比べ、高い経費節減効果が見込まれるだけでなく、地域の企業の参画を進

めることにより地域のニーズに応えた様々なサービスが提供されるなど、



補助金・交付金の有効活用にもつながるものである。このため、国等が地

方公共団体に補助金・交付金を交付する際に、まずは PPP/PFI 手法導入を

検討することを条件とする事業分野の拡大に努めるべきである。 
 

３．地域の企業の参画促進のための環境改善策 

 

１）地域のニーズに応える提案への十分な評価 

 
〇 地域の企業の PPP/PFI 事業に挑戦しようという意欲の向上を図り、最大

限の地域活性化ポテンシャルを引き出すためにも、地方公共団体側は、地

域のニーズに応えて活性化を実現しようとする企画等について十分に評価

するべきである。加えて、その旨をあらかじめ公表することが望ましい。 
 

２）地域の企業の連携促進や企画力・提案力向上等の支援 

 
〇 地域の企業の企画力、提案力や事業パートナーの確保力の向上に向けて

は、地域プラットフォームの活用が同じように有効である。地域プラット

フォームの運営主体である地方公共団体や地域金融機関等が、レベルの高

い講師の招聘や、参加する企業の増加等に積極的に取り組めるよう、各種

支援やインセンティブ付与の制度を充実すべきである。 
 
〇 PPP/PFI 事業は従来型発注方式よりも応募経費が大きく、受注できなかっ

た時のリスクの大きさは、地域の企業が PPP/PFI 事業へ挑戦する際の阻害

要因となっており、このことを解消するための仕組みを検討するべきであ

る。【Ｐ】 
〇 専門家、コンサルタント、エージェントの活用も、経験の乏しい地域の

企業が PPP/PFI 事業に挑戦する際には大いに有効である。このため、意欲

の高い企業と専門家や専門家団体とを結びつける仕組みを整備していくこ

とが必要である。 
仕組みの方向性としては、例えば、 
1) 地域金融機関が専門家等を紹介したり、自ら企業等へ助言等を行い、

そのような取り組みに対して、国が好事例として横展開するなどのイ

ンセンティブを与える 
2) 地域の商工会議所・商工会が会員企業に地域プラットフォームへの参



加を呼び掛ける、また会員企業から専門家の派遣要望を受けた場合に

対応可能な体制をつくる 
3) 建設コンサルタンツ協会等の専門家団体が専門家の派遣体制の充実を

図る 
等が考えられる。 

さらに専門家の数の拡大、質の確保のため、資格制度の整備等に取り組む

べきである。 
 

以 上 


